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2022年10月号 Vol.426 

TEL 025-757-2509 FAX 025-752-5679 

十日町民商ニュース 
〒948-0037 十日町市妻有町東 1-404-11 
 

2026 年 3 月 vol.583 
 
 
 

   

☎025-757-2509  
📠025-752-5679  

tokamachi.minsho@gmail.com  

支 部 作 成 会 の 日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 収入と経費が分かるもの（自主計算ノートなど） 

② 各種控除証明書類（生命保険や社会保険料） 

③ 前年の確定申告書、収支内訳書 or 青色決算書 

④ 自主計算パンフレット⇦作成会で使用します 

⑤ 給料や年金の源泉徴収票 

支部の作成会に参加出来ない場合は、他支部の作成会で日程

が合う日にご参加ください。3.13 集団申告まで残り 2 週間程

になっていますので、まだ申告の作成が終わっていない方は、

早急に取り組むようにお願いします。 

申 告 で 還 付 が 発 生 す る 場 合 

 源泉税や予定納税があり、還付になる場合は、申告書第一表

の（53）「還付される税金」欄へ還付金額の記入をお忘れなく。

また「還付される税金の受取場所」欄に受取口座の情報を忘れ

ずに記入してください。 

13：30～集会開会 14：30～デモ行進 15：00～集団申告 

集団申告終了後は、事務所にて懇親会を行います。会費は 2000

～3000 円を予定しています。デモ行進では、歩けない方向け

に車も用意します。車を希望の方は事務局までご連絡ください。 

 

 

 

令和 8 年度の社会保険料標準報酬月が出ています。3 月分（4

月納入分）から変更になりますので社会保険加入事業所は確認
をお願いします。子ども・子育て支援金が 4 月分（5 月納入分）

から発生しますので、ご注意ください。 

署 名 に ご 協 力 く だ さ い 

1.申告書等の書類を提出する際の税務署の収受印の押印の再開 

2.2026 年度以後の申告について、控え用紙の廃止をやめる 

3.青色特別控除は縮小せず、現行制度の据え置き 

4.電子化を押し付けず、納税者への差別をやめること 

上記の内容の個人請願書を集団申告の際に税務署に提出しま

す。請願書に賛同の方は、作成会や事務所に寄った際に記名を

お願いします。3.13 の当日も署名用紙を持っていきますので、

受付の際に署名をお願いします。 

事務所に来所される際は必ず電話予約をお願いします。作成会

などの対応があり、お待たせしてしまうこともあります。 
 


